
 

 

 

令和４年度米国及び尼国における米尼陸軍との実動訓練 

（ガルーダ・シールド２２）への参加について 

 

このことについて、防衛省北関東防衛局から、下記のとおり実動訓練に参加する

旨の情報提供がありましたので、お知らせします。 

なお、横田基地周辺市町基地対策連絡会は、下記のとおり口頭要請を行っており

ます。 

 

記 

 

１ 米国及び尼国における米尼陸軍との実動訓練について 

⑴ 情報提供内容 

別紙のとおり 

⑵ その他 

７月２６日（火）の早朝には陸上自衛隊員約７０名が、７月２７日（水）の

早朝には陸上自衛隊員約３０名が、横田基地からＣ－１３０×各１機に搭乗し、

米国グアム島アンダーセン空軍基地へそれぞれ前進予定となっている。 

 

２ 口頭要請内容 

⑴ 要請日 

令和４年７月２２日（金） 

⑵ 要請先 

北関東防衛局長 
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⑶ 要請内容 

陸上自衛隊の米国及び尼国における米尼陸軍との実動訓練（ガルーダ・シー

ルド２２）への参加に当たり、早朝に横田基地所属の航空機による人員輸送が

行われるとの情報提供がありました。 

現在、東京都では新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、基本的

な感染防止対策の徹底を呼びかけており、周辺住民においては、引き続き、学

校・職場・自宅等での窓を開けての換気対策を実施しているため、航空機騒音

等の影響が大きくなっております。 

貴職に置かれましては、このような状況を御理解いただき、訓練に関わる自

衛隊に周知するとともに、米軍横田基地に申し入れるよう次の事項について要

請します。 

〇 通常の運用時間帯以外での航空機の運用を極力実施しないこと。 

○ 現在、東京都においては新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、

基本的な感染防止対策の徹底等を実施しているが、横田基地においても感染

の再拡大が懸念される。 

訓練の実施に当たっては、基地周辺住民への影響がないよう感染予防対策

について徹底して取り組むとともに、国の責任において、周辺住民に十分な

説明をすること。 

○ 騒音が大幅に増加することがないよう周辺住民に十分配慮すること。 

○ 市街地上空での低空・旋回訓練は行わないこと。 

○ 基地外に影響を及ぼさないよう安全対策に努めること。 

 



 

 
 
 
 
 
http://www.mod.go.jp/gsdf/news/press/ 
（お知らせ） 

令和４年７月２１日 
陸 上 幕 僚 監 部 

 
令和４年度米国及び尼国における米尼陸軍との実動訓練 

（ガルーダ・シールド２２）への参加について 

 

 陸上自衛隊は、自由で開かれたインド太平洋地域の維持・強化に資するべく、以下の

とおり令和４年度米国及び尼国における米尼陸軍との実動訓練（ガルーダ・シールド 

２２）に参加します。               ※ 尼国：インドネシア共和国 

 

１ 訓練目的 

令和４年度米国及び尼国における米尼陸軍との実動訓練（ガルーダ・シールド 

２２）に参加し、空挺作戦に必要な戦術及び戦闘要領並びに日米尼の相互連携要領を 

米尼陸軍と実行動により訓練し、その能力の維持・向上を図る。 

 

２ 期 間 

  令和４年７月２６日（火）～同年８月５日（金） 

 

３ 場 所 

(1) 米国グアム島  アンダーセン米空軍基地及びその周辺 

(2) 尼国スマトラ島 バトゥラジャ演習場及びその周辺 

 

４ 訓練参加部隊等 

 (1) 陸上自衛隊 

  ア 担任官  陸上総隊司令官  陸 将  前
まえ

 田
だ

 忠
ただ

 男
お

 

イ 実施部隊 第１空挺団 

(2) 米 軍 

   第１１空挺師団、第３７４空輸航空団等 

 (3) 尼陸軍 

   第１８空挺旅団 

 

５ 特 色 

(1) 尼国で実施する日米尼陸軍種間の初めての３か国共同による実動訓練 

(2) 尼国での訓練に資するべく、陸上自衛隊、米陸軍及び尼陸軍が米国グアム島に集 

結し、３か国共同により機能別訓練等を実施 

(3) その後、米空軍機により米国グアム島から尼国へ長距離の空中機動を行い、尼国 

バトゥラジャ演習場において空挺降下から地上戦闘までの一連の行動を演練し、空 

挺作戦に必要な戦術及び戦闘要領並びに日米尼の相互連携要領を向上 

 

陸上自衛隊 ニュースリリース 

JGSDF News Release 

Administrator
テキストボックス
別紙



６ 新型コロナウイルス感染症対策 

(1) 本訓練に参加する隊員は、防衛省・自衛隊が定める方針に基づき必要な感染症対 

  策を講じるとともに、３回目のワクチンを接種した隊員が参加 

(2) 隊員は、出国に際しては、各駐屯地出発前にＰＣＲ検査等を受検し、陰性の者の 

  み訓練に参加。また、帰国に際しては、出国前にＰＣＲ検査を受検するとともに、 

検疫所の指示に従い、必要な措置を実施 

(3) 新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる隊員が発生した場合は、ＰＣＲ検査 

  の受検、濃厚接触者と疑われる者を特定・隔離する等、感染拡大を防止 




